
 

はじめに

 静かな郊外の住宅街、あなたの家の地下に、直径16メートルもの巨⼤なトンネルが、地下

を這う巨⻯のように、のたうっていく…。そんなことが許せますか？ 地上の道路とのジャ

ンクションは巨⼤だし、本線から地上に上がっていく接続部分、「地中拡幅部」などのトン

ネル⼯事領域の幅は最⼤１００メートル近くになります。

 地下のトンネルの周りの⼟はかき分けられ、また、地下⽔は遮断されます。地中から地表

に向かう⼟の間には細い空間ができて、地上にまでつながります。細い空間からは、酸⽋の

気体と⽔が溢れてきます。?地下をこんなに使うんだけど?」とひとこと断ってくれていれば

まだしも、ですが、何の連絡もないまま、地下の盗掘と掘り返しが始まっているのです。そ

の上に住む住⺠には⾃動的に建築制限がかかり、売買も容易でなくなります。

 ⼼配なのは、トンネルの中の⽕災や事故もありますが、地下⽔が遮断されるために池や川

が涸れたり、地盤が崩れて陥没が起きたり、地震で思わぬ被害が出ないとは⾔いきれませ

ん。換気塔から出る⾃動⾞の排ガスは、⼤気汚染をもたらします。

 それだけではありません。ジャンクションでは⽴ち退き強要の買収交渉、ランプトンネル

や地中拡幅部では区分地上権の契約交渉が⼿を変え、品を変え、強圧的に繰り返されていま

す。

 東京の⻄側を北から南へ、かつてのグリーンベルトに沿って⽔の豊かな地域で、練⾺区か

ら杉並、武蔵野、三鷹、調布、狛江、世⽥⾕の７区市を貫き、強引に進められている「東京

外環道建設計画」について、何が起きているのか、そんなことでいいのか、住⺠の⽴場か

ら、その不条理と不合理を明らかにするためにこの本は作られました。

 もともと、⽇本が廃墟から⽴ち上がり、「経済⼤国」を⽬指して⾛っていた時代、各地に

はコンビナートが造られ、⾼速道路やダム、新幹線の建設が計画されました。東京には、東

⻄南北各⽅向から、放射線状の幹線や⾼速道路が計画され、⾸都東京には、皇居を囲んで幾

重にも環状道路が描かれました。

「東京外環道建設計画」もそうして描かれ、⽣まれました。この前の東京オリンピックが開

かれる何年も前に構想され、オリンピック終了後の１９６６年７⽉、計画決定されました。

 しかし、数千⼾の住宅を⽴ち退かせ、破壊させての道路建設にはさすがに反対の声が広が

り、１９７０年、当時の根本⿓太郎建設⼤⾂は「全⾯凍結」を宣⾔せざるを得ませんでし

た。

 しかし、⼤型公共事業を景気てこ⼊れの材料にしたい建設業界、そして⾃⺠党政権と、計

画に連なる国⼟交通省、東京都などは、⼀⽅で⼤深度地下開発の技術、法制対策を進め、⽯

原慎太郎都知事を動かし、外環道建設を地下化によって進めることにしました。「⼤深度地

下の公共的使⽤に関する特別措置法」（以下、⼤深度法）が制定されました。建設が決めら

れたのは、凍結から約40年、２００９年５⽉、⺠主党政権が⽣まれる半年前のことでした。

「⼤深度法」では深さの基準として、①地下40 メートル以深、②基準杭の⽀持地盤上⾯か

ら10メートル以深、のいずれか深い⽅―の地下を｢⼤深度地下」として使⽤認可の対象とし

ました。



 私たちの⽇本国憲法は、「財産権は、これを侵してはならない」とし、「財産権の内容

は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」「私有財産は、正当な補償の下

に、これを公共のために⽤いることができる」（29条）と決めています。そして、「良好な

環境を享受する権利」を含む「⽣命、⾃由および幸福追求に対する国⺠の権利については、

公共の福祉に反しない限り、⽴法その他の国政の上で、最⼤の尊重を必要とする」（13条）

とも決めています。

 それなのに、地下40メートル以深だからといって、何の補償も承諾もなく、危険と不安が

いっぱいの地下トンネルを勝⼿に掘ることを認めていいのでしょうか。地元でこれだけの反

対があり、社会情勢も⼤きく変化したのに、60年前の計画に固執し、約１兆６０００億円

（そのうち１兆円強は税⾦です）以上の巨費を投じて、トンネル道路を造る意味があるので

しょうか。

 東京外環道には、①地下トンネル⼯事では事故が続出しており安全性に問題がある、②地

下⽔の⽔質、⽔位、枯渇などが予想され環境破壊につながる、③外環道の地上部に造られる

「外環の２」などの⼯事を⼊れると経費は２兆円近くになる。⼈⼝減の⽇本は道路ではな

く、福祉や⾃然災害の被災地復興に優先的に税⾦を投⼊すべきだ、④⼤深度では都市計画法

の建築制限がかけられ、国の先買権が発⽣、地中拡幅部などでは区分地上権が設定され、財

産価値が低下する、⑤⼤深度には何も補償がないし、区分地上権者にも⼀⽅的に決められた

計算式による納得し難い理屈で、⼗分な補償はない―などの問題があります。

 それだけに住⺠の⽴場もそれぞれ違っています。ただ⼀致するのは、「こんな道路はいら

ない」―。私たちの運動は、素朴な疑問から出発し、形ばかりのパブリック・コメント募集

に声を寄せ、国交省の承認、認可に異議申し⽴てをするに⾄りました。私の⽣活は、住宅は

どうなるのか―。多くの⼈が⻑いものに巻かれる世の中。庶⺠の慎ましい⽇常の⽣活を奪お

うとする権⼒に正⾯から向かい合うため、裁判に訴えたのです。

 ぜひこの本で、東京外環道の問題の所在を知っていただき、⽇本の国の将来に照らして、

その「おかしさ」を変える闘いへのご⽀援をお願いします。

 この本の出版にあたり、あけび書房の久保則之代表はじめ、多くの⽅々のご協⼒をいただ

きました。この場を借りて、厚く感謝いたします。
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